
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
（
平
成
十
一
年
六
月
二
十
三
日
法
律
七
十
八
号
）
（
抄
） 

  
 
 

第
二
章 

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
施
策 

（
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
）  

第
十
三
条 
政
府
は
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
総
合

的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関

す
る
基
本
的
な
計
画
（
以
下
「
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

２ 

男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す

る
。  

一 

総
合
的
か
つ
長
期
的
に
講
ず
べ
き
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関

す
る
施
策
の
大
綱  

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す

る
施
策 

を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項  

３ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
男
女
共
同
参
画
会
議
の
意
見
を
聴
い
て
、
男
女
共
同
参
画

基
本
計
画
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

４ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
、
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

５ 

前
二
項
の
規
定
は
、
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。  

（
略
） 

 
 
 

第
三
章 

男
女
共
同
参
画
会
議 

 

（
所
掌
事
務
）  

第
二
十
二
条 

会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一 

男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
に
関
し
、
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
を 

 

処
理
す
る
こ
と
。 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
関
係
各
大
臣
の
諮
問
に 

 

応
じ
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
、
基
本 

 

的
な
政
策
及
び
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。 

 

三 

前
二
号
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
、
調
査
審
議
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る 

 

と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
関
係
各
大
臣
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。 

 

四 

政
府
が
実
施
す
る
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
実 

 

施
状
況
を
監
視
し
、
及
び
政
府
の
施
策
が
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
及
ぼ 

 

す
影
響
を
調
査
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
関 

 

係
各
大
臣
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。 

 
 
 
 

（
略
） 
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